
決 議 1 7 6 6  ( 2 0 0 7 )  
2 0 0 7 年 7 月 2 3 日 、 安 全 保 障 理 事 会 第 5 7 2 0 回 会 合 で 採 択  
 

安 全 保 障 理 事 会 は 、  
ソ マ リ ア の 事 態 に 関 連 す る 従 前 の 安 保 理 諸 決 議 お よ び 議 長 諸 声 明 、 と り

わ け ソ マ リ ア へ の あ ら ゆ る 武 器 お よ び 軍 用 装 備 の 提 供 の 禁 止 （ 以 下 「 武 器

禁 輸 」） を 定 め た 1 9 9 2 年 1 月 2 3 日 の 決 議 7 3 3（ 1 9 9 2）、 2 0 0 3 年 1 2 月 1 6
日 の 決 議 1 5 1 9（ 2 0 0 3）、 2 0 0 4 年 8 月 1 7 日 の 決 議 1 5 5 8（ 2 0 0 4）、 2 0 0 5 年 3
月 1 5 日 の 決 議 1 5 8 7（ 2 0 0 5）、2 0 0 5 年 1 0 月 1 4 日 の 決 議 1 6 3 0（ 2 0 0 5）、2 0 0 6
年 5 月 1 0 日 の 決 議 1 6 7 6（ 2 0 0 6）、 2 0 0 6 年 11 月 2 9 日 の 決 議 1 7 2 4（ 2 0 0 6）

な ら び に 2 0 0 7 年 2 月 2 0 日 の 決 議 1 7 4 4 （ 2 0 0 7） を 再 確 認 し 、  
決 議 1 7 4 4 （ 2 0 0 7 ） に お い て 規 定 さ れ た よ う に 、 治 安 部 門 の 機 構 の 発 展

の 目 的 に の み 限 定 さ れ 、 同 決 議 に お い て 設 定 さ れ た 政 治 的 プ ロ セ ス に 準 拠

し た 加 盟 国 に よ る 兵 站 お よ び 技 術 的 支 援 に 、 決 議 7 5 1（ 1 9 9 2） に よ っ て 設

置 さ れ た 委 員 会 の 否 定 的 な 決 定 が な さ れ な い 限 り 、 ソ マ リ ア に 対 す る 武 器

禁 輸 は 適 用 さ れ な い こ と を 想 起 し 、  
ソ マ リ ア の 主 権 、領 土 保 全 、政 治 的 独 立 な ら び に 統 一 の 尊 重 を 再 確 認 し 、  
ソ マ リ ア に お け る 効 果 的 な 国 民 統 治 の 確 立 の た め に 、 暫 定 連 邦 機 構 の 必

要 性 を 強 調 し 、  
全 て の ソ マ リ ア の 指 導 者 に 対 し て 、 政 治 的 対 話 を 継 続 す る た め に 確 実 な

措 置 を 講 じ る 緊 急 の 必 要 性 を 強 調 し 、  
ア フ リ カ 連 合 、 政 府 間 開 発 機 構 な ら び に ア ラ ブ 連 盟 に よ る ソ マ リ ア に お

け る 国 民 和 解 の た め の 継 続 的 支 援 へ の 努 力 を 賞 賛 し 、 暫 定 連 邦 機 構 、 部 族

指 導 者 、 ビ ジ ネ ス 指 導 者 、 市 民 社 会 お よ び 宗 教 指 導 者 な ら び に そ の 他 の ソ

マ リ ア の 政 治 的 指 導 者 に 対 し て 、 効 果 的 な 国 民 和 解 会 議 の 開 催 の た め に 努

力 す る こ と 、 な ら び に ソ マ リ ア に お け る 政 治 的 プ ロ セ ス 進 展 の た め に 、 安

全 を 確 保 す る こ と に 感 謝 し 、  
事 務 総 長 特 別 代 表 へ の 強 い 支 持 を 繰 り 返 し 表 明 し 、  
決 議 1 7 2 4（ 2 0 0 6 ） 第 3 項 （ i） に 従 っ て 提 出 さ れ た 2 0 0 7 年 7 月 1 7 日 付

監 視 グ ル ー プ の 報 告 書 （ S / 2 0 0 7 / 4 3 6 ） な ら び に そ れ に 含 ま れ る 所 見 お よ び

勧 告 に 留 意 し 、  
ソ マ リ ア の 平 和 と 安 全 に 深 刻 な 脅 威 を 与 え る 武 器 禁 輸 に 違 反 し て 、 ソ マ

リ ア へ 向 け て お よ び 通 し て の 武 器 お よ び 弾 薬 の 供 給 を 非 難 し 、  
全 て の 加 盟 国 と り わ け 当 該 地 域 諸 国 は 、 武 器 禁 輸 に 違 反 す る い か な る 行

為 も 自 制 し 、 違 反 者 に 対 し て 責 任 を と ら せ る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ

と を 繰 り 返 し 表 明 し 、  
違 反 に 対 す る 持 続 的 か つ 間 断 な い 調 査 を 通 じ た ソ マ リ ア に お け る 武 器 禁

輸 の 監 視 を 強 化 す る 重 要 性 を 繰 り 返 し 表 明 し か つ 強 調 し 、 武 器 禁 輸 の 厳 重

な 実 施 は ソ マ リ ア 全 般 の 安 全 保 障 上 の 事 態 全 般 を 改 善 す る こ と に 留 意 し 、  
ソ マ リ ア の 情 勢 は 、 当 該 地 域 に お け る 国 際 の 平 和 と 安 全 に 対 す る 脅 威 を

引 き 続 き 構 成 す る と 判 断 し 、  
国 際 連 合 憲 章 第 7 章 に も と づ い て 行 動 し 、  
1 .  決 議 7 3 3（ 1 9 9 2） に よ っ て 課 さ れ た 措 置 の 全 面 的 な 遵 守 に 関 す る 全

て の 加 盟 国 の 義 務 を 強 調 す る 。   
2 .  2 0 0 7 年 7 月 1 7 日 付 監 視 グ ル ー プ の 報 告 書（ S / 2 0 0 7 / 4 3 6）に 鑑 み て 、

決 議 7 3 3（ 1 9 9 2） に よ っ て 課 さ れ た 措 置 の 履 行 を 改 善 す る た め の 具 体 的 な

行 動 と そ の 措 置 の 遵 守 を 検 討 す る 意 図 を 表 明 す る 。   
3 .  決 議 1 5 5 8（ 2 0 0 4）第 3 項 に 言 及 さ れ て い る 監 視 グ ル ー プ の 任 務 を 延

長 す る こ と を 決 定 し 、 事 務 総 長 に 対 し て 可 及 的 速 や か に 監 視 グ ル ー プ を さ

ら に 6 カ 月 間 再 設 置 す る た め に 、 決 議 1 7 2 4（ 2 0 0 6 ） に 従 っ て 設 置 さ れ た

監 視 グ ル ー プ メ ン バ ー の 専 門 性 を 鑑 み 、 決 議 7 5 1（ 1 9 9 2） に よ っ て 設 置 さ

れ た 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と 称 す ） と 協 議 の 上 、 新 た な メ ン バ ー を 任 命



す る こ と を 含 む 必 要 な 行 政 的 措 置 を 講 じ る こ と を 要 請 す る 。 職 務 権 限 は 以

下 に 記 す 。  
（ a） 決 議 1 5 8 7 （ 2 0 0 5） 第 3 項 ( a )か ら ( c )に 説 明 さ れ た 任 務 を 継 続 す る

こ と 。   
（ b ） 関 連 す る 国 際 機 関 と 調 整 し 、 金 融 、 海 事 、 そ の 他 の 分 野 を 含 み 、

武 器 禁 輸 違 反 に よ り 利 益 を 生 む あ ら ゆ る 活 動 の 調 査 を 継 続 す る こ と 。   
（ c ）武 器 禁 輸 違 反 に 関 連 し て 利 用 さ れ る 輸 送 、経 路 、港 湾 、空 港 な ら び

に そ の 他 の 施 設 の あ ら ゆ る 手 段 の 調 査 を 継 続 す る こ と 。   
（ d ） さ ら な る 安 全 保 障 理 事 会 に よ る 将 来 の 措 置 の た め に 、 決 議 7 3 3

（ 1 9 9 2） に 従 っ て 加 盟 国 に よ り 履 行 さ れ た 措 置 に 、 ソ マ リ ア 国 内 外 で 違 反

す る 個 人 な ら び に 組 織 お よ び そ の 積 極 的 支 援 者 の 一 覧 表 案 の 情 報 を 更 新 し

改 良 し 続 け 、 委 員 会 が 必 要 と 見 な し た と き に そ の 情 報 を 提 供 す る こ と 。   
（ e） そ の 調 査 と 、 2 0 0 2 年 7 月 2 2 日 の 決 議 1 4 2 5 （ 2 0 0 2） お よ び 2 0 0 3

年 4 月 8 日 の 決 議 1 4 7 4 （ 2 0 0 3） に 基 づ い て 任 命 さ れ た 専 門 家 パ ネ ル の 従

前 の 報 告 書 （ S / 2 0 0 3 / 2 2 3、 S / 2 0 0 3 / 1 0 3 5 ） な ら び に 、 2 0 0 3 年 1 2 月 1 6 日 の

決 議 1 5 1 9（ 2 0 0 3）、 2 0 0 4 年 8 月 1 7 日 の 決 議 1 5 5 8 （ 2 0 0 4）、 2 0 0 5 年 3 月

1 5 日 の 決 議 1 5 8 7（ 2 0 0 5）、 2 0 0 5 年 1 0 月 1 4 日 の 決 議 1 6 3 0（ 2 0 0 5）、 2 0 0 6
年 5 月 1 0 日 の 決 議 1 6 7 6（ 2 0 0 6）、 2 0 0 6 年 11 月 2 9 日 の 決 議 1 7 2 4（ 2 0 0 6）

に 基 づ い て 任 命 さ れ た 監 視 グ ル ー プ の 従 前 の 報 告 書 （ S / 2 0 0 4 / 6 0 4 、

S / 2 0 0 5 / 1 5 3 、 S / 2 0 0 5 / 6 2 5 、 S / 2 0 0 6 / 2 2 9 、 S / 2 0 0 6 / 9 1 3 、 S / 2 0 0 7 / 4 3 6 ） に 基 づ

く 勧 告 を 継 続 す る こ と 。   
（ f）武 器 禁 輸 の 全 面 的 遵 守 の 改 善 に 向 け た 追 加 的 措 置 へ の 具 体 的 な 勧 告

に つ い て 、 委 員 会 と 緊 密 に 活 動 す る こ と 。   
（ g ） 武 器 禁 輸 履 行 を 推 進 に あ た っ て 当 該 地 域 諸 国 の 能 力 を 強 化 す べ き

領 域 の 識 別 を 支 援 す る こ と 。   
（ h） 委 員 会 を 通 じ て 、 設 置 後 9 0 日 以 内 に 中 間 報 告 を 安 全 保 障 理 事 会 に

提 供 し 、 毎 月 委 員 会 に 進 捗 状 況 報 告 書 を 提 出 す る こ と 。   
（ i）安 全 保 障 理 事 会 に お け る 審 議 の た め に 、委 員 会 を 通 じ て 、前 述 の 全

て の 任 務 を 網 羅 す る 最 終 報 告 書 を 監 視 グ ル ー プ の 職 務 権 限 終 了 の 遅 く と も

1 5 日 前 ま で に 提 出 す る こ と 。   
4 .  事 務 総 長 に 対 し 、 監 視 グ ル ー プ の 活 動 を 支 援 す る た め に 必 要 な 財 政

的 措 置 を 講 じ る こ と を さ ら に 要 請 す る 。   
5 .  決 議 1 5 1 9 （ 2 0 0 3 ） 第 4 、 第 5 、 第 7 、 第 8 、 第 1 0 項 を 再 確 認 す る 。  
6 .  委 員 会 に 対 し 、 そ の 職 務 権 限 に 従 い 、 監 視 グ ル ー プ お よ び 他 の 国 際

連 合 関 連 機 関 と 協 議 の 上 、 2 0 0 6 年 1 0 月 1 6 日 付 お よ び 2 0 0 7 年 7 月 1 7 日

付 の 監 視 グ ル ー プ 報 告 書 に お け る 勧 告 を 考 慮 す る こ と 、 な ら び に 、 継 続 す

る 違 反 に 対 し て 武 器 禁 輸 の 履 行 お よ び 遵 守 の 改 善 方 法 を 理 事 会 に 勧 告 す る

こ と を 要 請 す る 。   
7 .  こ の 問 題 に 引 き 続 き 積 極 的 に 取 り 組 む こ と を 決 定 す る 。  


